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令和７年第３回板野町議会定例会会議録（第３日）

日 時 令和７年９月２２日（月） 午前１０時００分 開会

議事日程

日程第１ 議案第 ５ 号 令和６年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第２ 議案第 ６ 号 令和６年度 板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第３ 議案第 ７ 号 令和６年度 板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第４ 議案第 ８ 号 令和６年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第５ 議案第 ９ 号 令和６年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳入歳出

決算認定について

日程第６ 議案第１０号 令和６年度 板野町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて

日程第７ 議案第１１号 令和６年度 板野町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

日程第８ 議案第１２号 令和７年度 板野町一般会計補正予算（第３号）

日程第９ 議案第１３号 令和７年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第１号）

日程第10 議案第１４号 令和７年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第11 議案第１５号 令和７年度 板野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第12 議案第１６号 令和７年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第１７号 令和７年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計補正予算

（第１号）

日程第14 議案第１８号 令和７年度 板野町下水道事業会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１９号 令和７年度ＧＩＧＡソフトウェアライセンス購入に係る契約の締結に

ついて

日程第16 議案第２０号 板野町教育委員会委員の任命に同意を求めることについて

日程第17 議案第２１号 人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることについて
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本日の会議に付した事件

日程第１から日程第１７まで、議事日程に同じ

追加日程第１ 議案第２２号 令和７年度 板野町一般会計補正予算（第４号）

追加日程第２ 請願第 １ 号 「徳島県平和の日」の条例制定を求める意見書の提出を求める

請願

追加日程第３ 閉会中の継続調査申出書

出席議員（１２名）

１番 犬 伏 雅 啓 君 ２番 藤 田 千 穂 君

３番 大 西 裕 也 君 ４番 楠 本 千 君

５番 太 田 良 和 君 ６番 三 原 大 輔 君

７番 根ヶ山 昇 君 ８番 奥 尾 周 二 君

９番 東 條 昭 二 君 10番 松 浦 昶 君

11番 石 田 実 君 12番 水 口 昭 彦 君

欠席議員（なし）

説明のために出席した者

町 長 東 根 弘 幸 君 教 育 長 谷 川 健 二 君

総 務 課 長 山 本 敏 彦 君 会計管理者兼出納室長 松 浦 賢 治 君

環 境 生 活 課 長 末 岡 稔 久 君 人権ｺﾐｭﾆﾃｨ課長 岡 田 加代子 君

下 水 道 課 長 晃 曻 政 治 君 子ども家庭総合支援センター所長 吉 本 洋 時 君

福 祉 保 健 課 長 山 田 裕 子 君 産 業 課 長 淺 井 直 美 君

教育委員会次長 井 上 健 君 住 民 課 長 岡 本 千江美 君

水 道 課 長 平 野 功太郎 君 建 設 課 長 松 本 守 君

税 務 課 長 永 井 英 孝 君

議場に出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 上 田 哲 也 君 議会事務局係長 村 上 愛 実 君

午前１０時００分 開会
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○議長（水口昭彦君） おはようございます。会議に先立ち、欠席等の届けが参っておりますので、

御報告を申し上げます。橋本代表監査委員が所用のため欠席をします。次に１０番松浦 昶議員が

所用のため少々遅刻すると連絡が入っております。

ただいま、出席議員は１１名であります。定足数に達しておりますので９月１９日に引き続き、

再開をします。直ちに本日の会議を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１、議案第５号、「令和６年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。説明を求めます。岡田人権コミュニティ課長。

［人権コミュニティ課長（岡田 加代子君）登壇］

○人権コミュニティ課長（岡田 加代子君） おはようございます。議案第５号が議題となりまし

たので、御説明申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

１０番（松浦 昶君）午前１０時０１分 入席

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

決算書の２２６ページをお願いいたします。

議案第５号、令和６年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を

附し、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

令和７年９月１０日提出でございます。

次のページの報告書・審査意見書は、お目通しをお願いいたします。

２３４ページをお願いします。歳入歳出決算事項別明細書の歳入から御説明申し上げます。

１款県支出金、１項同じ、１目土木費県補助金では、償還に係る住宅新築資金等貸付助成事業補

助金として、予算現額・調定額・収入済額いずれも同額の２５万２，０００円でございます。

２款諸収入、１項貸付金元利収入、１目住宅新築資金等貸付金元利収入では、過年度分として、

予算現額３６６万円に対し、調定額１億９，９４０万２，１４９円、収入済額４２５万７，９９９

円、収入未済額は１億９，５１４万４，１５０円となっております。

３款繰越金、１項１目同じでございます。予算現額４２万２，０００円に対し、調定額・収入済

額、同額の４２万２，８４３円でございます。

以上、歳入合計といたしまして、当初予算額２５６万５，０００円を計上し１７７万円の増額補

正をお認めいただき、予算現額４３３万５，０００円に対し、調定額２億７万６，９９６円、収入

済額４９３万２，８４６円、収入未済額１億９，５１４万４，１５０円でございます。

次に、歳出の御説明をさせていただきます。

２３６ページをお願いいたします。

１款貸付事業費、１項１目同じでございます。予算現額３４万１，０００円に対し、支出済額３
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３万７，４８５円、不用額３，５１５円となっております。１２節委託料の電算システム委託料が

主な支出でございます。

２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金は、予算現額・支出済額いずれも同額の３８９

万４，０００円でございます。

以上、歳出合計といたしまして、当初予算額２５６万５，０００円を計上し１７７万円の増額補

正をお認めいただき、予算現額４３３万５，０００円に対し、支出済額は４２３万１，４８５円、

不用額は１０万３，５１５円でございます。

２３８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額４９３万２，８４６円に対し、歳出総額４２３万１，４８５円、歳入歳出差引額は７０

万１，３６１円となっており、実質収支額も同額でございます。

以上で、議案第５号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第５号を採決します。

お諮りします。議案第５号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第５号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第２、議案第６号、「令和６年度板野町奨学金貸与事業特別会計歳入

歳出決算認定について」を議題とします。説明を求めます。井上教育次長。

［教育委員会次長（井上 健君）登壇］

○教育委員会次長（井上 健君） 議案第６号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の２４０ページをお願いいたします。

議案第６号、令和６年度板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を附し、

地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めるものでございます。

令和７年９月１０日提出でございます。

次のページの報告書・審査意見書につきましては、お目通しをお願いをいたします。

２４８ページをお願いいたします。

令和６年度板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書でございます。
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はじめに、歳入から御説明申し上げます。

１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、当初予算額４９４万４，０００円に

対しまして、補正予算で１５１万円を減額させていただき、予算現額３４３万４，０００円となり、

調定額・収入済額ともに３４３万３，０００円となりました。

次に２款諸収入、１項貸付金元利収入、１目奨学金貸付金元利収入では、当初予算額１８２万６，

０００円に対しまして、補正予算で１０３万２，０００円を減額させていただき、予算現額７９万

４，０００円となり、調定額７９万４，７７５円、収入済額７０万９，７７５円となりました。

歳入合計といたしまして、当初予算額６７７万円に対しまして、補正予算で２５４万２，０００

円を減額させていただき、予算現額４２２万８，０００円となり、調定額４２２万７，７７５円、

収入済額４１４万２，７７５円でございます。

次に２５０ページをお願いをいたします。歳出を御説明申し上げます。

１款貸付事業費、１項１目同じでございます。当初予算額４９４万３，０００円に対しまして、

補正予算で１５１万円を減額させていただき、予算現額３４３万３，０００円となり、支出済額も

同じく３４３万３，０００円でございます。主な内訳といたしまして、２０節貸付金については、

当初予算で奨学金は、高校生を８名・大学生を１２名で予定をしておりましたが、令和６年度の実

績で高校生が７名・大学生が８名で３００万円、また、入学金は当初予算で高校生を４名・大学生

を８名で予定をしておりましたが、令和６年度の実績で高校生が４名・大学生が５名で４１万円で

ございます。

次に２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金、当初予算額１８２万６，０００円に対し

まして、補正予算で１０３万１，０００円を減額させていただき、予算現額７９万５，０００円と

なり、支出済額は７０万９，７７５円でございます。

３款予備費、１項１目同じでございます。予備費の支出はございませんでした。

以上、歳出の合計といたしまして、当初予算額６７７万円に対しまして、補正予算で２５４万２，

０００円を減額させていただき、予算現額４２２万８，０００円となり、支出済額４１４万２，７

７５円でございます。

続きまして２５２ページをお願いをいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額・歳出総額ともに４１４万２，７７５円でございます。

以上で、議案第６号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御認定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第６号を採決します。
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お諮りします。議案第６号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第６号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第３、議案第７号、「令和６年度板野町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について」を議題とします。説明を求めます。岡本住民課長。

［住民課長（岡本 千江美君）登壇］

○住民課長（岡本 千江美君） 議案第７号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の２５４ページをお願いします。

議案第７号、令和６年度板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を附し、

地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

令和７年９月１０日提出でございます。

次のページからの報告書及び審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

２６２ページをお願いいたします。歳入から御説明申し上げます。

１款後期高齢者医療保険料、１項同じでございます。予算現額１億６，０９０万８，０００円に

対し、調定額１億６，０５９万１，２６０円、収入済額１億５，８６９万７，５２０円、不納欠損

額９万３，７６０円、収入未済額１７９万９，９８０円となっております。現年度普通徴収保険料

の収納率は９７．６８％でございます。

３款繰入金５，９３７万２，９３５円は、一般会計からの繰入金で、事務費及び保険料軽減に伴

う保険基盤安定繰入金でございます。

２６４ページをお願いいたします。

５款繰越金２３５万７，９７１円は、令和５年度の繰越金でございます。

以上、歳入合計といたしまして、当初予算額２億１，７２８万２，０００円、８３５万６，００

０円の増額補正をお認めいただき、予算現額２億２，５６３万８，０００円に対し、調定額２億２，

２６１万８，６９７円、収入済額２億２，０７２万４，９５７円、９万３，７６０円の不納欠損処

理をさせていただき、収入未済額１７９万９，９８０円となっております。

２６６ページをお願いいたします。続いて、歳出について御説明申し上げます。

１款総務費１５１万６，５４２円の支出となっております。被保険者の増及び郵便料の値上げに

より１５万８，２３６円の増となっております。

２款納付金、１項同じ、１目後期高齢者医療広域連合納付金では、対前年度比８．１％増の２億

１，６４５万８，５７５円となっております。被保険者数及び保険料等の増加によるものでござい

ます。２６８ページをお願いいたします。
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以上、歳出合計といたしまして、当初予算額２億１，７２８万２，０００円、８３５万６，００

０円の増額補正をお認めいただき、予算現額２億２，５６３万８，０００円に対し、支出済額２億

１，８１３万６，７１７円、不用額７５０万１，２８３円となっております。

２７０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額２億２，０７２万４，９５７円に対し、歳出総額２億１，８１３万６，７１７円、歳入

歳出差引額２５８万８，２４０円、実質収支額も同額となっております。

以上で、議案第７号の説明とさせていただきます。

御審議いただき、御認定賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第７号を採決します。

お諮りします。議案第７号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第４、議案第８号、「令和６年度板野町介護保険（保険事業）特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。説明を求めます。山田福祉保健課長。

［福祉保健課長（山田裕子君）登壇］

○福祉保健課長（山田裕子君） 議案第８号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の２７２ページをお願いいたします。

議案第８号、令和６年度板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を

附し、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

令和７年９月１０日提出でございます。

次のページの報告書及び審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

歳入から御説明を申し上げます。２８２ページをお願いいたします。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料では、予算現額２億９，７３３万４，

０００円に対しまして、調定額は２億９，７４２万２７５円、収入済額は２億９，３８３万８，３

２６円、対前年比６．６％の増で、不納欠損額４４万８，０１０円を計上し、収入未済額３１３万

３，９３９円でございます。内訳としましては、１節現年度分特別徴収保険料２億６，１６８万８，

３７３円、２節現年度分普通徴収保険料３，１５３万１，５３５円の収入となっており、現年度分
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の収納率は９９．５％となっています。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金といたしまして、予算現額２億８，１

１５万６，０００円に対しまして３億２，０６７万８，１７７円の収入となっております。前年度

同様、返還予定の金額が含まれております。また、２項国庫補助金、１目調整交付金としまして６，

７７３万１，０００円の収入となっております。

２８４ページをお願いいたします。

４款支払基金交付金、１項同じ、１目介護給付費交付金では３億６，４４２万５，０００円の収

入となっております。

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金といたしましては２億３，７１５万４０７

円の収入となっております。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金で１億６，９６７万９，７２３円、次

のページをお願いいたします。２目その他一般会計繰入金といたしまして４，９３６万１，２２３

円、３目低所得者保険料軽減繰入金では１，７４３万３，６７７円の繰入れを頂いております。

２８８ページをお願いいたします。

９款繰越金、１項１目同じでは、前年度からの繰越金１億２，２２１万５，０６０円が繰り越さ

れ、歳入合計といたしまして、当初予算額１４億４，４２５万円、補正予算として１億９，９４７

万８，０００円をお認めいただき、予算現額１６億４，３７２万８，０００円に対しまして、調定

額１６億５，０７６万３，５１６円、収入済額は１６億４，７１８万１，５６７円、不納欠損額４

４万８，０１０円、収入未済額が３１３万３，９３９円となっております。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。２９０ページをお願いいたします。

１款総務費でございます。予算現額５，８３２万１，０００円に対しまして５，０５３万３，６

２３円の支出となっております。３項介護認定審査会費につきましては２，１１４万５，２９５円

となっています。２９２ページをお願いいたします。

２款保険給付費でございます。予算現額１４億１３万円に対しまして１３億８３万５，５４９円

の支出となっております。前年度より約８００万円の増でございます。主なものといたしまして１

項介護サービス費、１目居宅介護サービス給付費が８億４５５万８，７５０円、２目施設介護サー

ビス給付費が３億２，０３５万１，４３９円となっております。

２９４ページをお願いいたします。２項介護予防サービス費では３，３４２万８，２６０円、前

年度より１１％増でございます。３項高額介護サービス費、１目同じでは２，９５８万８，１７６

円の支出となっています。

２９６ページをお願いいたします。

３款地域支援事業費では、１項包括的支援事業・任意事業費で１，８２９万１，３０８円、２項

介護予防・生活支援サービス事業費では、要支援認定の方への訪問介護サービス・通所介護サービ

スに係る費用で２，２８３万３，９１７円となっています。
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３００ページをお願いいたします。

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金として１億２，２１５万３，８９０円を

国・県診療報酬支払基金への過年度精算金として支出を行っております。

以上、歳出合計といたしまして、当初予算額１４億４，４２５万円に補正で１億９，９４７万８，

０００円の増額をお認めいただき、予算現額１６億４，３７２万８，０００円に対しまして、支出

済額は１５億２，０５７万４，６１６円、不用額は１億２，３１５万３，３８４円となっておりま

す。３０２ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１６億４，７１８万１，５６７円、歳出総額１５億２，０５７万４，６１６円、歳入歳

出差引額１億２，６６０万６，９５１円、実質収支額も同額となっております。

以上で、議案第８号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第８号を採決します。

お諮りします。議案第８号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第５、議案第９号、「令和６年度板野町介護保険（介護サービス事業）

特別会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。説明を求めます。山田福祉保健課長。

［福祉保健課長（山田裕子君）登壇］

○福祉保健課長（山田裕子君） 議案第９号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の３０４ページをお願いいたします。

議案第９号、令和６年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の

意見を附し、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

令和７年９月１０日提出でございます。

次のページの報告書及び審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

３１２ページをお願いいたします。歳入から御説明申し上げます。

１款サービス収入、１項予防給付費収入、１目介護予防サービス計画費収入では、予算現額６５

３万６，０００円に対しまして、調定額５１２万５，０００円、調定額どおりの収入でございます。
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２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金といたしまして１２０万円を繰り入れてい

ただいております。

３款繰越金、１項１目同じでは５０８万６，０３３円、前年度からの繰越金でございます。

以上、歳入合計といたしまして、当初予算額７７３万７，０００円、補正予算として５０８万５，

０００円の増額補正をお認めいただき、予算現額１，２８２万２，０００円に対しまして、調定額

は１，１４１万１，０３３円、調定額どおりの収入となっております。

続きまして、歳出について御説明申し上げます。３１４ページをお願いいたします。

１款サービス事業費、１項介護予防支援事業費、１目同じでは、予算現額７３３万８，０００円

に対しまして５２８万２，０５８円の支出となっております。介護予防支援業務委託料３１７万９，

２００円が主な支出でございます。

以上、歳出合計といたしまして、当初予算額７７３万７，０００円、補正予算で５０８万５，０

００円の増額補正をお認めいただき、予算現額１，２８２万２，０００円に対しまして、支出済額

は５２８万２，０５８円、不用額は７５３万９，９４２円となっております。

３１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１，１４１万１，０３３円に対しまして、歳出総額は５２８万２，０５８円、歳入歳出

差引額は６１２万８，９７５円、実質収支額も同額となっております。

以上で、議案第９号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第９号を採決します。

お諮りします。議案第９号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第６、議案第１０号、「令和６年度板野町下水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について」を議題とします。説明を求めます。晃曻下水道課長。

［下水道課長（晃曻政治君）登壇］

○下水道課長（晃曻政治君） 議案第１０号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

別冊の令和６年度板野町下水道事業決算関係書類の４ページをお願いいたします。

議案第１０号、令和６年度板野町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について。



- 11 -

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、令和６年度板野町下水道事業会計決算に伴う剰

余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第３０条第４項の規定に基づき令和６

年度板野町下水道事業会計決算について、別添のとおり監査委員の意見を附し議会の認定を求めま

す。令和７年９月１０日提出でございます。

次のページの審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

６ページをお願いいたします。

令和６年度板野町下水道事業会計決算報告書に基づき、収支決算の状況を御説明申し上げます。

（１）収益的収入及び支出について。

収入では、第１款下水道事業収益、予算額合計２億５，４８９万円に対し、決算額２億５，４４

１万８，２１９円。下の表の支出では、第１款下水道事業費用、予算額合計２億１，４４３万５，

０００円に対し、決算額は２億５５３万５４４円であります。

次のページで、（２）資本的収入及び支出について。

収入では、第１款資本的収入、予算額合計２億３，１４８万７，０００円に対し、決算額２億１，

７７０万７，０００円。下の表の支出では、予算額合計３億１，４４３万５，０００円に対し、決

算額２億８，８１０万２，６１９円でございます。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額７，０３９万５，６１９円は当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額６０３万４０１円、当年度分損益勘定留保資金４，２１８万

６，３２８円、減債基金積立金７２８万９，１５５円、当年度利益剰余金処分額１，４８８万９，

７３５円で補填いたしております。

８ページをお願いいたします。

損益計算書により、各項目ごとに収益並びに費用について、御説明申し上げます。

１．営業収益は（１）下水道使用料４，８３１万６，９５２円、対前年度比１２７．４％であり

ます。（２）その他営業収益３万９，０００円、営業収益の合計額は４，８３５万５，９５２円で

ございます。

２．営業費用は（１）管渠費４，２４７万２，３１４円、（２）総係費３，０７２万１，１４０

円、（３）減価償却費９，９１８万１，６１０円、営業費用の合計額は１億７，２３７万５，０６

４円。営業収益から営業費用を差し引いた額はマイナスとなり、営業損失として１億２，４０１万

９，１１２円でございます。

３.営業外収益の内訳は（１）受取利息及び配当金２万２，５１０円、（２）他会計負担金１億

３，９３３万８，０００円、（３）国庫補助金３３０万円、（４）長期前受金戻入５，６９９万５，

２８２円、営業外収益の合計額は１億９，９６５万５，７９２円でございます。

４．営業外費用は（１）支払利息及び企業債取扱諸費２，７０３万５９７円、（２）雑支出５５

７万９，６１７円。営業外費用の合計額は３，２６１万２１４円。営業外収益から営業外費用を差

し引いた額は１億６，７０４万５，５７８円、営業利益との合計額である経常利益につきましては
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４，３０２万６，４６６円でございます。

５．特別利益は（１）過年度損益修正益７，５３０円、（２）その他特別利益０円。

６．特別損失は（１）過年度損益修正損９，１８２円、（２）その他特別損失０円。特別利益か

ら特別損失を差し引いた額は－１，６５２円でございます。この結果、経常利益との合計額で当年

度純利益につきましては４，３０２万４，８１４円となり、繰越利益剰余金はありませんでした。

当年度末処分利益剰余金は８，９４７万２，９８３円となっております。

１０ページをお願いいたします。

令和６年度板野町下水道事業剰余金計算書でございます。資本金の前年度末残高４億４４０万１，

８０７円に当年度変動額が１，７２３万７，０００円、合計、当年度末残高４億２，１６３万８，

８０７円、未処分利益剰余金は８，９４７万２，９８３円となっております。剰余金処分計算書

（案）、未処分利益剰余金の繰越利益剰余金は４，６４４万８，１６９円でございます。

次のページの下水道事業キャッシュ・フロー計算書で、業務・投資・財務の各項目ごとに資金の

収支状況を表しております。最後の行に資金期末残高を記載しております。６，４０７万２，５０

７円が下水道事業会計が保有する資金期末残高で令和７年度へ繰越しをいたしております。

次のページからは、貸借対照表のほか、決算附属資料を添付いたしております。今後も、下水道

への接続率の向上を図り、下水道使用料収入を増加させ、経営状況の改善に努めてまいります。

以上で、議案第１０号の説明とさせていただきます。

御審議いただき、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１０号を採決します。

お諮りします。議案第１０号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第７、議案第１１号、「令和６年度板野町水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について」を議題とします。説明を求めます。平野水道課長。

［水道課長（平野 功太郎君）登壇］

○水道課長（平野 功太郎君） 議案第１１号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

令和６年度板野町水道事業決算関係書類の４ページをお願いいたします。

議案第１１号、令和６年度板野町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について。
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地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、令和６年度板野町水道事業会計決算に伴う剰余

金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第３０条第４項の規定に基づき令和６年

度板野町水道事業会計決算について、別添のとおり監査委員の意見を附し議会の認定を求めます。

令和７年９月１０日提出でございます。

次のページの審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

６ページをお願いいたします。

水道事業決算報告書に基づき、収支決算状況を御説明申し上げます。

（１）収益的収入及び支出について。

収入、第１款水道事業収益、予算額合計２億６，７６７万９，０００円に対し、決算額２億６，

５６７万９，２３８円。支出では、第１款水道事業費用、予算額合計２億６，６８７万１，０００

円に対し、決算額２億４，５５５万３，７７９円となっております。

次の７ページでは、（２）資本的収入及び支出について。

収入、第１款資本的収入、予算額合計６，６８０万円に対し、決算額５，０８２万５，０００円。

支出では、第１款資本的支出、予算額合計１億３，８１０万５，０００円に対し、決算額１億１，

４７９万１，３４２円でございます。

なお、資本的収入に対しての支出の不足額６，３９６万６，３４２円は、当年度分消費税及び地

方消費税調整額と、過年度及び当年度分損益勘定留保資金で補填をいたしております。

続きまして８ページをお願いいたします。

損益計算書により、収益並びに費用について御説明申し上げます。

１．営業収益（１）給水収益２億１，３８２万５，９０１円（３）その他営業収益１３８万８，

６０４円、営業収益の合計額２億１，５２１万４，５０５円でございます。

２．の営業費用（１）原水及び浄水費６，７８６万５円（２）配水及び給水費２，７１２万８，

６３５円（３）業務費８８８万４，８４２円（４）総係費３，５１９万３，９８７円（６）減価償

却費７，９７８万５，５９０円、営業費用の合計額２億１，８８５万３，０５９円でございます。

なお、営業損益は－３６３万８，５５４円となり、営業損失として計上をさせていただいており

ます。

３．営業外収益（１）受取利息及び配当金１８万４，１９８円（３）長期前受金戻入２，７７４

万６６４円（４）雑収益２５万３，６９５円、営業外収益の合計額２，８１７万８，５５７円でご

ざいます。

次の９ページでは４．営業外費用（１）支払利息及び企業債取扱諸費９８９万２，４２６円（２）

雑支出１４万９，４４７円、営業外費用の合計額１，００４万１，８７３円でございます。営業外

損益は１，８１３万６，６８４円となり、営業損益との合計で経常利益は１，４４９万８，１３０

円でございます。

５．特別利益（３）その他特別利益８４万１，２１０円。
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６．特別損失（２）その他特別損失９万円、特別利益から特別損失を差し引いた額は７５万１，

２１０円でございます。この結果、経常利益との合計で、当年度純利益につきましては１，５２４

万９，３４０円となりました。前年度からの繰越利益剰余金５億１，２１２万５，１８３円に当年

度準利益を加算し、当年度の未処分利益剰余金につきましては５億２，７３７万４，５２３円とな

っております。

続いて１０ページをお願いいたします。令和６年度剰余金計算書でございます。

表の一番下の行で、当年度末残高でございますが、右の資本金に変動はございません。次の減債

積立金１億２，７００万円、建設改良積立金２億円、基金積立金は変動なしとなっております。

次の１１ページは、剰余金処分計算書（案）でございます。

未処分利益剰余金５億２，７３７万４，５２３円から３，１００万円を積立金として処分をお願

いするものであります。内訳といたしまして、減債積立金に１００万円、建設改良積立金に３，０

００万円を積み立てさせていただき、処分後の残高４億９，６３７万４，５２３円を次年度へ繰越

しをお願いするものでございます。

続いて１２ページをお願いいたします。

令和６年度水道事業キャッシュ・フロー計算書でございます。キャッシュ・フロー計算書では、

資金の流れを示す仕様として、業務・投資・財務の資産活動を区分し、記載いたしております。令

和６年度末での水道事業会計資金期末残高は４億９，４７８万６，１１７円で、令和７年度へ繰越

しをいたしております。

次のページからは、決算に係る附属資料を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたし

ます。以上で、議案第１１号の御説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１１号を採決します。

お諮りします。議案第１１号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第８、議案第１２号、「令和７年度板野町一般会計補正予算（第３号）」

を議題とします。説明を求めます。山本総務課長。

［総務課長（山本敏彦君）登壇］
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○総務課長（山本敏彦君） 議案第１２号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

別冊の補正予算書４ページをお願いします。

議案第１２号、令和７年度板野町一般会計補正予算（第３号）。

令和７年度板野町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億３，７９４万６，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億９，９７６万５，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。

令和７年９月１０日提出でございます。

今回の補正につきましては、歳入では令和６年度からの繰越金や地方債の追加・増額が主なもの

でございます。９ページをお願いします。

第２表 地方債補正、１ 追加でございます。起債の目的は、書かない窓口導入事業に充当のた

め。起債の方法は、証書借入。限度額８８０万円をお願いするものです。

次のページをお願いします。２の変更では、当初予算でお認めを頂いております、町債の適用利

率につきまして３．０％以内から５．０％以内に引き上げるとともに広域斎場整備事業に係る借入

限度額を９，２００万円から１億２，９３０万円に変更をお願いするものです。

１３ページをお願いします。歳入から説明をさせていただきます。

９款地方特例交付金、１項１目同じで、令和７年度交付額の確定により１７３万８，０００円の

増額をお願いしております。

１４ページをお願いします。

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金では、デジタル基盤改革支援補助金

５２６万３，０００円の増額をお願いしております。

１７ページをお願いします。

１９款繰越金、１項１目同じでは、令和６年度からの繰越金といたしまして１億８，３６３万４，

０００円をお願いしております。

１８ページをお願いします。

２１款町債、１項同じく、２目衛生債では、広域斎場整備事業債として３，７３０万円、６目総

務債では、書かない窓口導入事業債として８８０万円の増額補正をお願いしております。

１９ページをお願いします。続きまして、歳出の説明をさせていただきますが、人件費の補正に

つきましては、人事異動等によるものでございます。

２２ページをお願いします。
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２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費、２２節償還金利子及び割引料では、修正申告等によ

る徴税の過誤納還付金など３７０万円をお願いしております。

２５ページをお願いします。

３款民生費、１項社会福祉費、３目町民センター費では、エレベータの設置に伴い電気使用料及

び保守点検委託料の増額をお願いしております。

２６ページをお願いします。３款同じく、２項老人福祉費、４目老人保護措置費では、養護老人

ホームに係る事務費の増額や一人の入所があったことから１９節扶助費で措置費といたしまして１

５０万円をお願いしております。

２７ページをお願いします。３款同じく、３項児童福祉費、４目保育園費、１０節需用費では、

板野保育園で使用しております高圧受電設備が耐用年数を大幅に経過をしており、停電事故等防止

のため施設修繕料として１３７万５，０００円をお願いしております。

３０ページをお願いします。

４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、１２節委託料では、帯状疱疹ワクチン接種が今年度

から定期接種に位置づけられたことから接種に係る費用４１５万円をお願いしております。

３１ページをお願いします。４款、１項同じく、６目斎場費では、石井町・神山町と広域で整備

をしております、斎場につきまして、建設予定地への工事車両進入のため、今年度で町道の拡幅工

事を実施する必要があることから、周辺環境整備に係る板野町負担分といたしまして１８節負担金

補助及び交付金で６，１８６万５，０００円をお願いしております。

４０ページをお願いします。

９款教育費、２項小学校費、４目西小学校管理費、１０節需用費では、プール排水溝修繕のため

２０万９，０００円、６目南小学校管理費、１０節需用費では、体育館照明修繕のため４５万６，

０００円をお願いしております。

４３ページをお願いします。９款同じく、４項幼稚園費、２目東幼稚園費、１７節備品購入費で

は、故障した冷蔵庫買換えのため１１万円をお願いし、４６ページをお願いします。９款同じく、

６項保健体育費、３目学校給食費、１０節需用費では、ガス給湯器及び蒸気源などの修繕のため１

４１万４，０００円、１７節備品購入費では、経年劣化により使用不能となった温湿度計の買換え

のため１３万７，０００円をお願いしております。

４７ページをお願いします。

１２款諸支出金、１項特別会計費、１目特別会計繰出金、２７節繰出金では、国民健康保険特別

会計ほか２会計への繰出金といたしまして１，７４０万５，０００円をお願いし、次のページをお

願いします。１２款同じく、２項基金費、１目同じでは、２４節積立金として、財政調整基金に４，

０００万円、減債基金に１億円をそれぞれお願いしております。

４９ページをお願いします。

１３款予備費、１項１目同じに、予備費といたしまして１４２万６，０００円をお願いしており
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ます。以上、歳入歳出それぞれ２億３，７９４万６，０００円を増額し、補正後の歳入歳出の総額

を７０億９，９７６万５，０００円とするものでございます。

以上、議案第１２号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御議決賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

○７番（根ヶ山 昇君）議長。

○議長（水口昭彦君） はい、７番根ヶ山 昇議員。

○７番（根ヶ山 昇君）小休、願います。

○議長（水口昭彦君） 小休します。

午前１１時０４分 小休

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１１時０５分 再開

○議長（水口昭彦君） 小休前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１２号を採決します。

お諮りします。議案第１２号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） ここで、案内します。ここで１０分間、休憩します。

再開は１１時２０分とします。よろしくお願いします。

午前１１時０６分 休憩

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１１時２２分 再開

○議長（水口昭彦君） 休憩前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第９、議案第１３号、「令和７年度板野町特別会計国民健康保険補正

予算（第１号）」を議題とします。説明を求めます。岡本住民課長。

［住民課長（岡本 千江美君）登壇］
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○住民課長（岡本 千江美君） 議案第１３号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書の５６ページをお願いいたします。

議案第１３号、令和７年度板野町特別会計国民健康保険補正予算（第１号）。

令和７年度板野町の特別会計国民健康保険補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，９７１万６，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億９，０４１万５，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年９月１０日提出でございます。

６１ページをお願いいたします。

５款国庫支出金、１項国庫補助金、３目社会保障・税番号制度システム整備費補助金では、マイ

ナ保険証に関するチラシ印刷の経費に対する補助金、４目は令和８年度から保険証・保険料に組み

込まれる子ども・子育て支援金のためのシステム整備に係る補助金でございます。

６２ページをお願いいたします。

６款県支出金は、マイナ保険証に関するお知らせをお送りした際の郵便料について、特別調整交

付金として助成されるものでございます。

６４ページをお願いいたします。

１１款繰越金では２，１９４万３，０００円をお願いしております。令和６年度繰越額が確定し

たことによるものでございます。

６５ページをお願いいたします。歳出について、御説明申し上げます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託料では、子ども・子育て支援金整備

のための電算システム委託料６４４万８，０００円をお願いしております。

６７ページをお願いいたします。

１１款予備費では２，１９１万１，０００円をお願いしております。令和６年度繰越額が確定し

たことによるものでございます。

以上、歳入歳出ともに２，９７１万６，０００円の増額補正をお願いし、補正後の歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１７億９，０４１万５，０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第１３号の説明とさせていただきます。

御審議いただき、御議決賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）
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討論なしと認めます。これから議案第１３号を採決します。

お諮りします。議案第１３号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１０、議案第１４号、「令和７年度板野町住宅新築資金等貸付事業

特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。説明を求めます。岡田人権コミュニティ課長。

［人権コミュニティ課長（岡田 加代子君）登壇］

○人権コミュニティ課長（岡田 加代子君） 議案第１４号が議題となりましたので、御説明申し

上げます。補正予算書の７２ページをお願いいたします。

議案第１４号、令和７年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）。

令和７年度板野町の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３１７万８，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年９月１０日提出でございます。

７７ページをお願いいたします。歳入から御説明申し上げます。

３款繰越金、１項１目同じでございます。前年度繰越金７０万円の増額補正をお願いしておりま

す。次のページをお願いいたします。歳出を御説明申し上げます。

２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金では７０万円の補正をお願いするものでござい

ます。以上、歳入歳出それぞれ補正前の額２４７万８，０００円に対し７０万円の補正をお願いし、

補正後の歳入歳出をそれぞれ３１７万８，０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第１４号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御議決賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１４号を採決します。

お諮りします。議案第１４号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
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（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１１、議案第１５号、「令和７年度板野町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）」を議題とします。説明を求めます。岡本住民課長。

［住民課長（岡本 千江美君）登壇］

○住民課長（岡本 千江美君） 議案第１５号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書の７９ページをお願いいたします。

議案第１５号、令和７年度板野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。

令和７年度板野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，４７７万６，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億２，８０２万８，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年９月１０日提出でございます。

８４ページをお願いいたします。

３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では１，０００万２，０００円の補正をお

願いしております。保険料軽減に伴う保険基盤安定繰入金が主なものとなっております。

８５ページをお願いいたします。

５款繰越金２５８万７，０００円は、令和６年度の繰越金が確定したことによるものでございま

す。８６ページをお願いいたします。

６款国庫支出金、１項国庫補助金では、令和８年度から保険料に組み込まれる子ども・子育て支

援金に対応するための経費に対する補助金で２１８万７，０００円をお願いしております。

８７ページをお願いいたします。歳出について、御説明申し上げます。

１款総務費では、子ども・子育て支援金に対応するための電算システム委託料をお願いしており

ます。８８ページをお願いいたします。

２款納付金、１項同じ、１目後期高齢者医療広域連合納付金では、保険料納付金として１，２５

８万８，０００円をお願いしております。保険料軽減に係る繰入金等が確定したことによるもので

ございます。

以上、歳入歳出ともに１，４７７万６，０００円の増額補正をお願いし、補正後の歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億２，８０２万８，０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第１５号の説明とさせていただきます。
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御審議いただき、御議決賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１５号を採決します。

お諮りします。議案第１５号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１２、議案第１６号、「令和７年度板野町介護保険（保険事業）

特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。説明を求めます。山田福祉保健課長。

［福祉保健課長（山田裕子君）登壇］

○福祉保健課長（山田裕子君） 議案第１６号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書の８９ページをお願いいたします。

議案第１６号、令和７年度板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第１号）。

令和７年度板野町の介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億３，２９２万５，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億９，０１０万４，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年９月１０日提出でございます。

歳入から御説明を申し上げます。９４ページをお願いいたします。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、２目その他一般会計繰入金では６３２万円の増額補正をお願

いしております。介護保険事業費増額に伴う補正でございます。

９５ページお願いいたします。

９款繰越金、１項１目同じでは１億２，６６０万５，０００円の増額補正をお願いしております。

令和６年度からの繰越金でございます。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。９６ページお願いいたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、電算システム使賃料として６３２万円の増

額補正をお願いしております。次のページをお願いいたします。
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７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金では、国・県・社会保険診療報酬支払基

金への過年度返還金１億１，９７１万１，０００円の増額補正をお願いしております。

９８ページをお願いいたします。

８款予備費、１項１目同じ６８９万４，０００円の増額補正をお願いしております。

以上、歳入歳出ともに１億３，２９２万５，０００円を増額補正し、歳入歳出合計を１５億９，

０１０万４，０００円でお願いをするものでございます。

以上で、議案第１６号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１６号を採決します。

お諮りします。議案第１６号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１３、議案第１７号、「令和７年度板野町介護保険（介護サービス

事業）特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。説明を求めます。山田福祉保健課長。

［福祉保健課長（山田裕子君）登壇］

○福祉保健課長（山田裕子君） 議案第１７号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書の９９ページをお願いいたします。

議案第１７号、令和７年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計補正予算（第１号）。

令和７年度板野町の介護保険（介護サービス事業）特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６１２万７，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１，５４５万３，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年９月１０日提出でございます。

歳入から御説明を申し上げます。１０４ページをお願いいたします。

３款繰越金、１項１目同じでは６１２万７，０００円の増額補正をお願いしております。令和６
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年度からの繰越金でございます。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。次のページをお願いいたします。

２款予備費、１項１目同じで６１２万７，０００円の増額補正をお願いしております。

以上、歳入歳出ともに６１２万７，０００円の増額補正をお願いし、総額１，５４５万３，００

０円でお願いをするものでございます。

以上で、議案第１７号の説明とさせていただきます。

御審議いただきまして、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１７号を採決します。

お諮りします。議案第１７号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１４、議案第１８号、「令和７年度板野町下水道事業会計補正予算

（第１号）」を議題とします。説明を求めます。晃曻下水道課長。

［下水道課長（晃曻政治君）登壇］

○下水道課長（晃曻政治君） 議案第１８号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書１０６ページをお願いいたします。

議案第１８号、令和７年度板野町下水道事業会計補正予算（第１号）。

（総則）

第１条 令和７年度板野町下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和７年度板野町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち収益的

支出の予定額を次のとおり補正する。

（支出）

第１款下水道事業費用、第１項営業費用、（既決予定額）１億７，７６４万円に対し、（補正予定

額）２３万２，０００円の増額、第２項営業外費用、（既決予定額）２，８７２万円に対し、（補正

予定額）３８万４，０００円の増額、計２億８０２万６，０００円。

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額８，４５０
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万４，０００円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額２６２万６，０００円、当年度分損益

勘定留保資金４，３６５万３，０００円、減債積立金１，９８８万１，０００円及び当年度利益剰

余金処分額１，８３４万４，０００円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額８，５３４万４，０００円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８７

万５，０００円、当年度分損益勘定留保資金４，３６５万３，０００円、減債積立金２，０８４万

６，０００円及び当年度利益剰余金処分額１，７９７万円で補填するものとする。」に改め、資本

的収入の額を次のとおり補正する。

次のページをお願いいたします。

（収入）

第１款資本的収入、第１項企業債、（既決予定額）７，９８０万円に対し、（補正予定額）１８０

万円の増額、第３項補助金、（既決予定額）８，４２４万６，０００円に対し２６４万円の減額、（計）

１億８，３０１万７，０００円。

（企業債）

第４条 予算第５条に定めた企業債を次のとおり補正する。

公共下水道事業債、限度額７，８２０万円を限度額８，０００万円に増額補正、利率を３.０％

以内を５．０％以内に補正する。

第５条 予算第９条の次に、次の１条を加える。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第１０条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用、営業外費用及び特別損失の各項目の流用

令和７年９月１０日提出でございます。

１１２ページをお願いいたします。補正予算事項明細書にて、御説明申し上げます。

（収益的支出）

１款下水道事業費用、１項営業費用、２目総係費、１９節委託料で２３万２，０００円の増額、

２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費で、企業債利息の額の確定により３８万４，０

００円の増額補正をお願いするものです。

（資本的収入）

１款資本的収入、１項企業債、１目同じくで、１節建設改良費で、国庫補助金減額に伴う建設改

良企業債の１８０万円の増額、３項補助金、１目国庫補助金で、国庫補助金の減額により２６４万

円の減額補正をお願いするものです。

以上で、議案第１８号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１８号を採決します。

お諮りします。議案第１８号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１５、議案第１９号、「令和７年度ＧＩＧＡソフトウェア

ライセンス購入に係る契約の締結について」を議題とします。説明を求めます。井上教育次長。

［教育委員会次長（井上 健君）登壇］

○教育委員会次長（井上 健君） 議案第１９号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

議案書の５３ページをお願いをいたします。

議案第１９号、令和７年度ＧＩＧＡソフトウェアライセンス購入に係る契約の締結について。

令和７年度ＧＩＧＡソフトウェアライセンス購入に係る物品購入契約を、次のとおり締結したい

ので、地方自治法第９６条第１項第８号及び板野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年板野町条例第１５３号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求め

るものでございます。

令和７年９月１０日提出でございます。

小中学校のタブレット端末につきましては、令和７年度に耐用年数の５年を迎え更新となり、そ

れに伴いソフトウェアについても５年間のライセンスが令和７年度に期限切れとなり、新たに購入

する必要があることから８月２２日に指名競争入札を行い、購入業者及び購入金額が決定したため、

８月２６日に仮契約を締結し、議会の議決を経た後、契約を締結させていただくものでございます。

契約の目的 物品名 令和７年度ＧＩＧＡソフトウェアライセンス

物品納入箇所は、板野東小学校 外３校。

契約金額は２，７６４万５，２００円。

契約の相手方は、徳島県徳島市川内町平石住吉１８９－１。

株式会社 金剛

代表取締役 村上 利郎

契約の方法は、指名競争入札による契約でございます。

以上で、議案第１９号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１９号を採決します。

お諮りします。議案第１９号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１６、議案第２０号、「板野町教育委員会委員の任命に同意を

求めることについて」を議題とします。説明を求めます。東根町長。

［町長（東根弘幸君）登壇］

○町長（東根弘幸君） 議案第２０号が議題となりましたので、私の方から説明をさせていただき

たいと思います。引き続き、議案書の５５ペ－ジをお願いをいたします。

議案第２０号、板野町教育委員会委員の任命に同意を求めることについて。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定に

より、次の者を板野町教育委員会委員に任命したいので、議会の同意を求めます。

令和７年９月１０日提出でございます。

この委員の任命につきましては、地方公共団体の長が議会の同意を得て、任命するとございます。

今回、保護者枠の委員１名につきまして９月３０日付けをもって任期満了となることから、後任の

委員の任命に同意をお願いをするものでございます。

御記入の方をお願いをいたします。

御住所、板野町川端字鶴ヶ須１４番地１。お名前、西岡かおり。

生年月日、昭和４８年２月２日生まれでございます。

以上で、議案第２０号の説明とさせていただきます。

皆様方の御同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。これから議案第２０号を採決します。

お諮りします。議案第２０号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号については、原案のとおり同意することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１７、議案第２１号、「人権擁護委員の推薦に議会の意見を求める



- 27 -

ことについて」を議題とします。説明を求めます。東根町長。

［町長（東根弘幸君）登壇］

○町長（東根弘幸君） 議案第２１号が議題となりましたので、私の方から説明をさせていただき

ます。引き続き、議案書５７ページをお願いいたします。

議案第２１号、人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることについて。

人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁護委員として推薦したいので、

議会の意見を求めます。

令和７年９月１０日提出でございます。

この人権擁護委員の候補者の推薦に当たりましては、町村長が議会の意見を聞いて、法務大臣に

対し、推薦することとなっております。今回、西地区の委員さんが１２月３１日をもって任期満了

となりますが、法務大臣からの離職事務に時間を要することから、空白期間を避けるため、事前に

推薦のお願いをするものでございます。

御記入をお願いをいたします。

御住所、板野町那東字高原上９番地１。お名前、山本隆司。

生年月日、昭和３０年１月３０日生まれでございます。

以上で、議案第２１号の説明とさせていただきます。

皆様方の御同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。これから議案第２１号を採決します。

お諮りします。議案第２１号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号については、原案のとおり同意することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 御案内します。本日、追加提案をお願いしたい議案がございます。

つきましては、その関係書類をただいまから配付しますので、少々お待ちください。

（上田・村上、書類を配付する）

○議長（水口昭彦君） お諮りします。お手元に配付の議事日程のとおり、町長から「令和７年度

板野町一般会計補正予算（第４号）」が、三原大輔議員の紹介をもって「『徳島県平和の日』の条

例制定を求める意見書の提出を求める請願」が、各委員会の委員長から各委員会の「閉会中の継続

調査申出書」が提出されました。これを日程に追加し、令和７年第３回板野町議会定例会追加議事

日程第３日と議案審議書類のとおり議題にしたいと思います。これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）
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異議なしと認めます。したがって、お手元に配付の令和７年第３回板野町議会定例会追加議事日

程第３日と議案審議書類のとおり３件を日程に追加し、追加日程として議題とすることに決定しま

した。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第１、議案第２２号、「令和７年度板野町一般会計補正予算

（第４号）」を議題とします。説明を求めます。山本総務課長。

［総務課長（山本敏彦君）登壇］

○総務課長（山本敏彦君） 議案第２２号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

先ほど、配付をされました補正予算書の４ページをお願いいたします。

議案第２２号、令和７年度板野町一般会計補正予算（第４号）。

令和７年度板野町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６８億６，５９１万９，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年９月２２日提出でございます。

今回の補正につきましては、ごみ処理施設の整備に係る基本構想を策定するための業務委託料に

つきまして、増額をさせていただくものでございます。全員協議会や各委員会で町長の方から約３

００万円を増額というふうに伝えておりましたが、業者の方からの見積りが出てきまして、金額を

４１０万円とさせていただいております。

９ページをお願いいたします。歳入から説明をさせていただきます。

１０款地方交付税、１項１目同じでは、歳出予算の一般財源分といたしまして４１０万円をお願

いしております。１０ページをお願いします。

続きまして、歳出の説明をさせていただきます。

４款衛生費、２項清掃費、２目塵芥処理費では、ごみ処理施設整備基本構想業務委託料といたし

まして４１０万円をお願いしております。

以上、歳入歳出予算に４１０万円を追加し、補正後の歳入歳出の総額を６８億６，５９１万９，

０００円でお願いするものでございます。

なお、この予算書につきましては、先ほど、御議決を頂きました（第３号）補正予算の補正額が

計上されておりません。先ほどの（第３号）の補正額も加算いたしました補正後の総額といたしま

しては、歳入歳出それぞれ７１億３８６万５，０００円でございます。歳入歳出の総額は７１億３

８６万５，０００円でございます。

以上、議案第２２号の説明とさせていただきます。
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御審議をいただきまして、御議決賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑はなしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第２２号を採決します。

お諮りします。議案第２２号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第２、請願第１号、「『徳島県平和の日』の条例制定を求める意見

書の提出を求める請願」については、会議規則第９２条第２項の規定によって、委員会の付託を省

略したいと思います。これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

よって、請願第１号、「『徳島県平和の日』の条例制定を求める意見書の提出を求める請願」に

ついては、委員会の付託を省略することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） それでは、追加日程第２、請願第１号、「『徳島県平和の日』の条例制定

を求める意見書の提出を求める請願」の趣旨説明を求めます。三原大輔議員。

［６番（三原大輔君）登壇］

○６番（三原大輔君） 請願第１号が提案されましたので、趣旨の説明をいたします。

「徳島県平和の日」の条例制定を求める意見書の提出を求める請願であります。

なお、紹介議員は私、三原でございます。追加提案議案の１ページを御覧ください。

請願理由の説明ですが、本文については、お目通しをお願いいたします。

請願理由、本請願書は、徳島県の「非核の県」宣言に基づき、徳島大空襲の日である７月４日を

「徳島県平和の日」として条例制定するものでございます。

令和７年は、徳島大空襲から８０年、そして、終戦から８０年という節目の年を迎えます。平和

憲法の理念を暮らしにいかすために、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有する自治体と

して、慎重かつ県民の基本的人権を優先した対応を図ることが求められます。つきましては、地方

自治法第９９条の規定により、「徳島県平和の日」の条例制定を求める意見書を決議し、徳島県知

事に提出していただけますよう、お願いするものでございます。

請願要旨、「徳島県平和の日」の条例制定を求める意見書を徳島県知事へ提出していただきたい。



- 30 -

以上で、説明を終わります。

議員各位には、この趣旨を御理解いただき、御賛同のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから請願第１号を採決します。

お諮りします。請願第１号について、採択することに御異議はございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、請願第１号については、採択されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第３、「閉会中の継続調査申出書」を議題とします。

お諮りいたします。本件は、これを各委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査に

付することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、各委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 今定例会の本会議に付議された案件の審議は、全部終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日をもって閉会したいと思いますが、これに

御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、今定例会は、本日をもって閉会することに決定しました。

これで、会議を閉じます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 町長より御挨拶がございます。東根町長。

［町長（東根弘幸君）登壇］

○町長（東根弘幸君） 閉会に当たりまして、ひとこと、お礼の御挨拶を申し上げます。

令和７年第３回板野町議会定例会は、去る１０日に開会をいただきまして１３日間にわたり、何

かと公私御多忙の中、議員各位には、本会議並びに各常任委員会に御参会を賜り、私どもから御上

程・御審議をお願いを申し上げました、報告３件・追加提案も含めた議案２２案件につきまして、

慎重に御審議を頂きまして、全て原案のとおり、御議決また御承認・御同意を賜りまして、誠にあ

りがとうございました。厚くお礼を申し上げます。
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今定例会は、私の初当選後、初めての議会でもあり、令和６年度の一般会計ほか８会計の決算の

御認定を賜る非常に重要な議会でもございました。また、追加で提案を申し上げ、御承認を頂きま

した、ごみ処理施設整備に係る基本構想業務につきましては、時間の猶予もないことから直ちに取

り組んでまいりたいと存じます。今定例会において、議員の皆様方から賜りました、御意見・御提

言等につきましては、今後できる限り、町政に反映をさせていただきたいと考えております。

本町は、厳しい財政状況の中、議員の皆様また住民の皆様の御理解と御協力を頂き、順調に事業

を進めることができております。引き続き、それぞれの部署で知恵と力を結集し、取り組んでまい

る所存でございます。

結びとなりますが、今後も引き続き、私ども町職員が一丸となって、住民福祉の向上、住みやす

い板野町を目指して、行政サービスを進めてまいりますので、議員の皆様方におかれましては、今

後とも、行政各分野にわたりまして、変わらぬ御理解・御指導を切にお願いを申し上げます。

明日は、秋分の日でございます。季節の変わり目を迎えますが、議会議員の皆様方には、くれぐ

れも健康に御留意を頂くとともに、更なる御活躍をお祈りを申し上げまして、９月定例議会閉会に

当たりましての私のお礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 閉会に当たり、ひとこと、御挨拶を申し上げます。

今定例会は、去る９月１０日に開会し、本日までの１３日間、議員各位には、提出されました諸

議案につきまして、終始御熱心に御審議を賜り、ただいま閉会の運びとなりました。議員各位の御

協力に対し、深く感謝を申し上げます。また、連日にわたり議会運営に御協力くださいました町長

始め職員の皆様方に対しましても、心から御礼を申し上げます。皆様方には御自愛いただき、今後

とも町政発展のため、なお一層の御尽力をお願い申し上げます。

これをもちまして、令和７年第３回板野町議会定例会を閉会します。

御協力ありがとうございました。

午後０時１５分 閉会
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